
申請書類提出時の確認事項 

チェック  

1 今治市幼児及び高齢者自転車用ヘルメット利用促進事業費補助金交付申請書兼請求書 

(1)申請者の氏名について 

①幼児の場合、保護者の方ですか。②高齢者の場合、本人の方ですか。 
 

(2)ヘルメットを使用する方は、①平成 29年 4月 2日以降に生まれた方、 

または②昭和 34年 4月 1日以前に生まれた方で、今治市に住民票がある方ですか。 
 

(3)振込先指定口座は申請者名義の口座ですか。  

(4)ヘルメット着用宣誓、住民登録・市税等納入調査に同意し、 

署名欄に自署されましたか。 
 

(5)裏面の販売証明書欄は販売店舗で記入するものです。 

購入時に販売店舗で記入してもらってください。 
 

(6)補助金交付額(請求額)は交付額を決定した際に市で記入するものです。 

記入せずに提出してください。 
 

2 領収証等の原本 

(1)購入店舗名の記載があるか。  

(2)「ヘルメット代」など、ヘルメットを購入したことがわかる記載があるか。  

(3)ヘルメットの購入金額がわかる記載があるか。  

(4)領収日の記載があるか。  

3 振込先金融機関の口座確認書類（申請者名義の通帳、キャッシュカード）の写し 

(1)指定口座は申請者名義のものか。  

(2)金融機関名・支店名・口座番号・口座名義（カナ）がわかる箇所をコピーしているか。  

4 登録店舗による販売証明書（交付申請書兼請求書の裏面） 

(1)記載漏れはないか。  

(2)登録店舗の代表者の押印はあるか。  

 


